
認可年月日 令和3年9月16日 建築物の用途 専用住宅・2戸以内の長屋

認可番号 第26号 階数 2以下（地階を除く）

期間 10年 高さの限度 最高高さ：9ｍ，　軒高：6.5ｍ（※）

更新規定 あり Ａ地区：敷地境界線より1.0ｍ（緩和規定あり）

面積 約1.2ha Ｂ地区：敷地境界線より0.5ｍ（緩和規定あり）

敷地形態の変更・区画の分割　禁止（※）

（※）運用細則あり

壁面の位置の制限

その他

地区名 小田急玉川学園台住宅

協 定 区 域 図
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用途地域 第一種低層住居専用地域

建
築
物
及
び
敷
地
の
制
限


